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比較地方財政論よりみたイギリス型
一一地方所得税論争を中心として一一

池 上

I 地方財政の「型」をめぐって

(225) 1 

惇

「嘗て γ ドニー・ウェップ (SidneyWebb) は，二十世紀初頭に於ける各

国の中央・地方間の行政関係を通観して，これを三つの類型に大別した。即ち

そのーは仏・独・白・換等ヨーロッパ大陸諸国の行政関係に特徴的な中央集権

的組織であって，彼はこれを『官僚的組織dJ (Buieaucratic Sys白田〕 と呼ん

だ。その二はアメリカ合衆国の無統制な分権組織であ旬， ウェップはこれに

『無政府的地方自治~ (the Anarchy 01 Local Autonomy) なる名称を与え

ている。更にそり三は英国の制度であって，大陸式の官僚組織にあらず，アメ

リカ流の無政府的な地方自治にもあらざる独特の行政関係である。それはウェ

ップに従えば，地方自治の長所を失うことなしに国家の適宜なる統制下に立つ

制度であるc 而して斯くの如き行政関係の両立を可能ならしめたものは補助金

(Grants in Aid)に外ならぬというのが彼の主張である。jD

藤谷謙二教授は 1944年に公刊された「地方財政論」におい"1:.わが国では

じめて地方財政の国際比較の視点を展開きれ，ウェップの所説をこのように概

括された。ここでは，大陸型=r官僚的組織型j. アメリカ型=r無政府的地

方自治型j. イギリス型=r地方自治と中央集権の調整型」 というきわめて明

断な類型の構成がおこなわれている。このなかで，第二次大戦前の日本の地方

財政を位置づけるとすれば， 内閣雇ドイツ人， アノレバート・モッセ (Albert

Mosse〉によって指導された明治21年地方自治制が"r大陸型」 として， 位置

。藤谷謙二「地方財政論」龍時社.1944年. 129ベーえ
2) 藤田武点「現代田本地方財政史」上巻p 日本評論社み 1976邑 2ベーゾ以下ー
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づけられるのは当然であろう。しかも，戦前における日本の地方自治が， W ・

A ・ロプソン (W.A. Robson) の指摘するように「日本においてはふつうの

議員たちはつねに助言者または相談役の地位にあり，官僚制を ζ える積極的な

力を獲得したことは一度もないJ"以上，村落共同体における意志決定には共

同体民主主義の蔚芽や伝統を認めえたとしてもり地方財政を規定する自治制度

。コ根幹において「官僚的組織」白優位をみとめざるをえなし、。

第二次大戦後， 大陸におけるドイツ日， アジアにおける日本日の地方財政制

度は，いわゆ石「民主化」政策の過程で大きな変化をとげた。こり変化をふま

えて，佐藤進教授は，地方財政調整制度の類型をつぎのように要約されたu

r( 1) 収入力ベース重視型一一西ドイツの邦問財政調整と付加価値税の定率

配分による財政調整，カナダの州間財政調整，スイスの州間財政調整(財政力

の強い州，中位の州，弱い州といった区分による補助金の階層的配分〕。

(2) 財政需要ベース重視型一一イギリスのR.S. G. (とくにその Needs

Element)，オーストラリアの財政援助交付金。

(3) 両ベース混合型一一日本の地方交付税，西ドイツの邦 市町村間財政

調整。

アメリカの RevenueSharingがどこに入るか問題だが， (3)にいれて差支

えないと思われる。」円

ここに要約された佐藤教授の結論は，ウェッフ。が概括した時代と比較して，

主要資本主義各国の地方財政制度に地方財政調整制度が広汎に普及し r無政

府的地方自治」制度り典型であった合衆国でさえ，中央政府から地方団体への

税の再配分を実行せざるをえな〈なり，中央と地方の財政調整とし、う共通の上

3) W. A. Robson， Local Government， Encyclopaed¥叫 OJthe品'ocialScwnces， 1933， pp. 
579-580 

4) 佐藤進「要説 目本の財政」東洋経背新報社， 1979年. 1GBベージ書照ら
5) H. Eisner， Das Gemeindefinanzsystem， Neue SchriIten des Deutschen Stadtetag四，
Heft 36， 1979. S. 42 f. 

6) 藤田主主尭，前掲書， 45ベ ジ以下.
7) 佐藤進「財政調整制度目国際比較J，藤田武英，和田八束，岸昌三， r地方財政の理論と政策」
昭和堂 1978年. 80ぺ一三人
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台が形成されていること，この前提の下における地方財政調整の方法をめぐる

類型の構成である， という特徴をもっている。その意味では， ウェッブの類型

構成とはその前提を異にしていることはいうまでもないであろう。

しかしながら，それにもかかわらず，収入力ベース重視型が大陸に多く，財

政収入と財政需要の混合型がアメリカ合衆国とその影響をつよ〈うけた日本の

型， となり，財政需要重視型が，イギリス型として一括されるなど，ウェップ

の類型構成と佐藤教授のそれとの聞に何らかの対応関係を見出しうる ζ とも事

実である。

1J.K ヒックス (U.K. Hicks) ほ. 1947年に初版， 1955年に改訂版の出

された「財政学|の第15章で， r連邦制と地方政府の財政問題」をとりあげ，

「現代の世界では〔集権的国家と連邦国家という〕この根本的な国家機構上の

違いにもかかわらず，集権的国家と連邦国家における中央財政対地方財政の諸

問題には，質的な差というよりはむしろ程度の差しかない。とはいえ，各国に

おける政治統合の程度のさまざまな違い一一それは政治的起源の違いとともに

物的条件および社会事情の違いをも反映するものであるが ーには，中央お

よび地方の財政制度の聞の関係における著しい多様性が含まれている。J"と指

摘している。この多様性を，彼女は，三つの類型に構成した。

(1) r一方の極には実質上の連邦制がある。」

(2) I他方の極には，高度に集権的な国家がある。 地方出j体当局はな

るはど公選で選ばれるかも知れないし，また名目的にはかなりの課税権をもっ

亡いるかも知れないが，実際には中央政府の出先機関に従属しているので，そ

の徴収する財源の使途について事実上，決定権をもっていない。この調整の典

型的なものは，ナポレオンによって広く欧州で確立されたいわゆる『知事』制

であって， 1939年に至るまで，依然として多〈の諸国(とくにフランλ 土イタ

リア〕で大体そのまま残っていた。」

8) U. K. Hicks. Public Finance， 2nd edition 1955. p_ 224， (巽博肥後和夫訳新版，財
政学，東洋経済事詩自社.1962年， 240ベータ〕
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(3) この両極の中聞に，アングロ・スカンディナピヤ的折衷型とでも名づ

けるべき形態がある。それは，中央集権国家の枠内で相当程度の地方自治の余

地を残している形態であっ-e，地方自治は，多かれ少なかれ継続的に開かれる

地方議会によって行なわれる。J"

ヒックユによるこの三類型は，ウェップによるそれを基本的に継承したもの

であるが，大陸型を問題とする場合， ドイツ型と，フラ Yス，イタリ 7型(ナ

ポレオン型) 10の区別をどのように考えるべ雪か，日本をどこに位置つけるべ

きか， (日本は連邦制でなししかも，戦後改草でc/ャウフa勧告にしたがっ

て，アメリカ合衆国の財政制度から大きな影響をうけた〉など，検討すべき多

くの問題を残している。同時に，彼女は，かかる類型を構成するにあたって，

中央政府の課税権と，地方団体の課税権との関係を重視し，これを地方自治の

財政面における指標とした。

いわば，財政調整の制度は，中央政府と地方団体の課税権，その独立性や，

独立性のなさを土台として成立するものとみているのである。地方団体が，独

自の課税権をもつか，否か，を尺度とした地方財政の類型構成は， この意味か

らいえば，地方財政調整制度を尺度とした類型構成のいわば土台であり，前提

とならざるをえない。

現代における比較地方財政論を展開しようと試みる場合，本稿では，一つの

仮説をおいて検討をすすめたい。その仮説というりは，比較地方財政論の展開

にあたって，地方財政調整制度を比較可能な共通項として前提しつつ，各国の

「型」を検出する上での， もっとも基底的な指標は，地方税制jにある， という

ものである。

このような立場からみると，アングロ・スカ γ ディナぜア型としてのイギリ

見地方財政の改革問題， 10りわけ，地方税制にお什る地方所得税の導入問題は，

比較地方財政論に対して，詳細な検討に値する，多くの諸問題を提起している内

地方団体における，いわゆる「独立税」としてのレイトは，イギリス型地方自

9) Ibid.， p. 225 (周上， 2岨~且1ベジ)
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治と地方財政を特徴づけるものとして，地方税制史上，重要な位置を占めてき

た。それだけに，資産の占有，あるいは所有にもとづいて個人が負担し，投票

権の基礎ともなってきたレイト制度を変更し，地方所得税を導入する， という

ことは，イギリス型，あるいは，アングロ・スカンディナピア型地方財政の根

幹にふれる問題である。同様に，地方所得税は，第2次大戦後，合衆国の州レ

ベノレの財源として，いち早〈導入せられ， コロンビア州における地方所得税導

入の経験をもっ C.Sシャウプ博士が日本の地方制度の改革を担当し，標準税

率など多くの制約をもっ形ではあれ， 日本の地方税にも住民税の所得割が制度

化された。このため，アメリカ型とアングロ・スカンディナピア型を，地方所

得税制論をめぐって比較し，それと日本の地方税制を比較することによって，

日本地方財政り「型」を検出する手がかりもまた，拡大しつつある。これに対

して，大陸型諸国は，地方所得税の導入に概して消極的，あるいは反対であり，

むしろ営業税りような物税的要素のつよい税制を中央政府との共通税の形で制

度化をすすめようと試みた。しかLながら，フランス，イタリアのように中央

集権型地方制度の典型とされた国々でさえ，連邦制の検討，州制度の実質化，

など， 口にいって「分権化Jの動向は，抗しがたい底流として表面化しつつ

あるようにも見える。したがって，大陸型においても.地方所得税問題は，い

ずれしは分権化 rステムにおける財源として浮上し，地方自治と財政を支える新

しい税制として共通の基盤を拡大してゆ〈かも知れぬ。

イギリスにおける地方所得税導入問題は，さしあたっては「難産」であり，

提言をうけた当時の労働党政府でさえ，これを採用することができなかった。

ましてや保守党政権のもとにあるイギリスでこれがただちに日の目をみるべく

もない。しかし，地方自治の拡充や，分権化問題が単なるスローカ守 γ やかけ声

だけに終ることがない， とすれば，いつかは，地方所得税が回避することので

きない重要課題として歴史の表舞台に登場することであろう。地方所得税は，

ιのような意味で，アングロ・スカンディナピア型の動向をうらなうのみなら

ず，各国の地方財政が，自治と分権四傾向を強めるなかで各国の共通の課題と



6 (230) 第 128巻第5.6号

なるとのみとおしをも許すものであり，それ故に「型」の検出の基準であると

同時に，普遍的性格を検討する上での出発点に位置するものでもある。では，

つぎに，イギリスにおける地方所得税問題の現状とその由来を概観してみよう。

II レイフィー}~ド委員会 vs. G. D. H. コー}~

現在の地方財政の赤字やその累積の問題は，主要資本主義諸国において，共

通の困難を提起してくる。この問題に対処してゆく場合，地方自治体の課税権

を維持，あるいは，拡充しつつ，地方財政力主拡充する方向で問題の解決をは

かるのか，それとも，地方自治体の課税権を縮小，あるいは制限しつつ中央政

府の財政力強化を前提として解決をはかるのかは，地方財政の今後の動向や，

地方財政り「型」を考えてゆ〈場合に決定的な重要性をもっ。

この場合 .fギリスにおける地方所得税導入問題をめぐる論争は，先のアン

グロ・スカンディナピア型の地方財政制度のもつ特徴と問題点を知る上で参考

となることが多い。元来，との型は，地方自治の発展を支えるための中央集権，

あるいは，地方自治の強化という前提の上にたった中央政府と地方政府の財政

調整をその特徴とし，それ故に，連邦国家，集権国家の「中間」に位置し，財

政調整制度発展の方向や，問題点をもっとも典型的に表わすことができるから

である。

現代イギリスにおける地方財政危機の問題点について， 1976年に公表された

レイフィールド委員会報告書は，つぎのような傾向を指摘した。

(1) 1890年以来，地方政府支出の継続的な成長が絶対額でみても，総国民

生産に占める γ ェアでみても，一貫していること。

(2) と〈に，第2次大戦後，公共支出に占める地方政府のシェアが，広範

閤にわたって増加してきた乙と。

(3) より多<，また，よりよきサービスに対する公衆の需要がふえつづけ

ていること。

(4) 地方政府支出りたえず増大ずる部分が中央政府によって提供されてき
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たこと。例えば. 1913年の15%から. 1973年には45%に達している。

(5) 地方政府支出に貢献しうるレイト納税分の割合ほ，絶対額が，過去数

年間，着実に増加しているにもかかわらず，確実に低下してきていること。

(6) 最近の10年間における政府の干渉は，住宅レイトが，のぞましいと考

えられるよりも急速に上昇することのないように配慮することであった。かく

して， レイト納付者は，追加的，かつよりよきサーピスの提供に要する真実の

コストに気がつかないしくみとなっていたこと。

( 7) 地方政府は，サ ピスの提供にあたって，労働の最大の消費者であっ

た。第2次大戦以後の拡大の結果は，全国の労働力が全体として. 2.3宵方人

の増加を示した期間にわたって，地方政府の雇用は. 1.4百万以上にまで上昇

してきたということである。

(8) 中央政府が，地方団体に補助金を支払う形式は，今次大戦以降，貨幣

の使途について，より多〈の自由を地方政府にあたえようとする方式へと変化

してきた。しかし，かかる変化は，インフレ-:;/ョ Y と同時に，補助金の割合

の変化をともなっていたので，その詳細な配分に関する新しい諸問題をつくり

tこしt.:10)。

以上の特徴づけは，第2次大戦後のイギリス型福祉国家が，地方財政支出の

継続的な膨脹に対して，従来のレイトを中心とする地方税収入をもってしては

対処することができず，地方団体の自主性，独立性を尊重しつつ，使途を指定

しない包括的な補助金の増加によって対処してきたこと，したがって，中央政

府の財政危機が深刻化してくれば，早晩，補助金のカット・オフに直面し，こ

の場合には， レイトの大巾な引き上げを試みざるをえない，という乙とを示唆

している。いわば，地方政府の「自主的な課税権」は，乙乙では. r重課の権

利」としてしか生きてこないのであって，補助金制度による財政調整は，重大

な制約をもつものとしてあらわれるのである。

10) Report of the Committee of Inqu町.Ch町田an:Frank Lay五eld，Esp. Qc. Local白

vernment Fl日“nce，London， H. M. S. O. Crond 6453. p. 24 
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かくして，アングロ・スカンディナピア型を維持しようと試みるならば，地

方税制度そのものに手をふれてゆ〈必要が生じた。レイフィーノレド委員会報告

は，ここにおいて，地方所得税の導入を提言していう。

「第一に，我々は，地方所得税を分与税 (assignedrevenue) とは区別しな

ければならぬ。地方所得税の基本的な特徴は，住民に対して，その所得に謀せ

られる税率がz 彼の属する地方団体によって規定されなければならない， とい

うことである。これらの税率は，地域によって異なり，地方団体は，税率を決

定する上で，相当程度の自由をもっ ζ とになるであろう。分与税とちがって，

国全体に課せられる標準税率は存在しない。JID

地方所得税が，地方団体の課税権をみとめ，税率の決定に地方団体の自主性

をみとめたことは， 7 c/ fロ・スカンディナピ7型の特徴を維持し，新しい状

況に応じて，資産の保有や所有にかかわる地方税から，住民の所得に基礎をお

く地方税への転換をはかるかたちで地方自治の草の根を強化しようとする提言

として，重要な意味をもつものであろう。

レイトがそうであったように，地方所得税 (LIT) もまた，地方政府を構成

し，議員を選出する投票者の登録，名簿の作成に大きな役割を期待される'"。

しかし，同時に， レイフィーノレド委員会報告は，全国的な租税制度との統合に

よる徴収を勧告し，地方団体独自の徴税機構の発展には積極的ではない，8>。た

しかに所得税という共通性のある以上，固と地方の所得税を別々の徴税機関

で調査し，課税することは，困難であるにちがいないので，税制度の統ーもま

た，止むを得ない手つづきではあろう。しかし，統一されたシステムの内部で，

中央政府と地方政府ω関係がいかなるものとなるべきかは，依然として残され

た問題があるものと考えられる。

地方所得税の導入問題を第一次大戦後のイギリスにおいて検討し， これを産

業と地域の新Lいシステムと関連づけて論及しようと試みたのは， G. D. H 

11) Ibid.， p. 191 
12) 品id.，p. 191 
日) Ibid.， p-，削
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コーんであった。彼は. 1921年に公刊された「地方政府の将来Jと題する小冊

子で，徹底した反官僚主義と地方自治のシステムによる産業と地域の再編成を

構想し，イギリス(イングランド，ウェーノレズについて四地域〕を「都市と農

村町広域的結合」を前提とした「広域自治体」に区分して，生産手段の「広域

自治体」所有と. I広域自治体」への中央政府の業務の広汎な移行をおこなう

よう提案した。これは，彼のいわゆる「ギルド」社会主義の地域版であって，

大産業や，中央政府の官僚制を解体し，産業と地域における徹底した「地域自

主管理」を意味していた凶。第 次大戦後の地方財政危機をまのあたりにし，

中央政府の財政危機という実情をふまえて，産業固有化と労働者統制D制度を

主張していたコーノレにとって I広域自治体=RegionJの構想は，地方自治に

おける労働者階級の積極的な役割を期待し，産業の公有化E地方自治の強化左

を結合した点で，まさに，先駆的な構想であったが. I広域自治体」所得税

(regional income tax) の導入は，かかる改革構想の一環として検討されて

いたのである。彼は，地域社会が，地域において発生する所得を正確に把握す

ることは，きわめて困難であることを卒直にみとめつつも， リージョ yの財政

収入を確保するには，土地増価税と地方所得税の困難を克服しうる「広域自治

体」所得税の導入問題を検討せざるをえない， と考えていた。

「地方政府の改革を境界繰の再編成の必要性という線にとどめずに，地方財

政の改革を擁護してきた人々は近年，原理上，地方税の二つの示唆的な新財源，

つまり，土地D増価に対するレイトまたは課税，および，地方所得税に関心を

払ってê'た。J1~)

土地増価税四方は，すでにマンチェ λ ター市やドイツ白諸都市における実績

があるが，地方所得税の方は，導入にあたっての困難が大きい。そのわけは，

所得を獲得する場所と生活している場所とは分離しているのが通例なので，コ

ミュニテ 4やローカル， といわれる旧来のレベルの地方団体では，課税、ノステ

14) G. D. H. Cole， The Future of Local Goりern隅 ent，1921， p. 36 f. 
15) Ib品， p. 97 
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ムをつくること自体が困難である，という事情を反映していた。モれ故に，コ

ールは， リージョンとし、う広域自治体が，中央政府の業務の大半を引きうけ，

それにふさわしい形で，所得税の徴収をおこない，それをローカル，または，

リージョンの目的のために使用するよう主張する。したがって，彼の提案は，

地方団体が所得税を独立財源とする， という意味での地方所得税提案ではある

が，現存の地方団体がカウンティやローカノレの Vベルで徴収する， といっ意味

での地方所得税ではない。それは，彼の構想する広域自治体=Region の財源

としての広域自治体所得税=regionalincome taxである。

「私は，広域自治体所得税 (regional income tax) は実現可能性があると

思うが，地方所得税(local income taめはないと考えたい。J16) という彼の

結論は，従来の地方団体における Iノイトやその他のヅステムが広域自治体所得

税と併存しつづけること， リージョンは，むしろ，都市と農村，主要産業地域

全旬括することによって，広域的な住民生活にふさわしい範囲の行政区域をつ

〈り，それによって，所得税の徴収をも可能ならしめることを構想したものと

L 、うことカ4できょう。

しかも，当時のイギリスの中央政府は，第一次大戦中の戦争債務をかかえ，

国家破産に直面していたのであるから，コーんのこの提案は，中央政府がもは

や追加的な徴税をおこなって，財政再建をおこなう力がな〈なっている状態の

下で戦争債務の精算をおこない，その条件の下で， リージョンを創設して，所

得税に支えられた広域自治体をつ〈る， という，はなはだプラグテイカルな性

格をもっていたことも見逃すことができないm。

レイフィーノレド委員会の地方所得税導入の提案は，このコーんの構怨と比較

すれば，一種の行政技術的な性格をもつよう刻印されており，地方財政危機に

おける独立税の新しい源泉を求める， としヴ性格もはなはだつよく感じられる。

しかし，コールの構想、は，あきらかに産業と地域の双方における労働者統制の

16) Ibid.， p. 100 

17) Ibid.， p. 101 
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戸ステムを考え，その構想のなかに位置づけられた広域自治体所得税であって，

かかる動向との関連において，地方所得税問題を比較地方財政論の一環として

みた場合，地方所得税問題の「普遍的」性格はきわめて明瞭となって〈るよう

に思われる。

それは，公平にして，総合的であり，財政政策の手段としても， もっとも高

く評価された累進性をもっ所得税が中央政府のみならず地方団体の財源の根幹

に位置づけられてゆく傾向を理論化したものであった。しかも， コーノレの構想、

は，単なる行政上の再編成ではなくして，産業，地域，公的所有など，現代社

会の重要な問題を包吉した形にお日る「地方政府」の確立の主張だったのであ

る'"。

III 地方所得税か，共通税か?

前章でみたように，地方所得税問題は，イギリスにおいて，現実的に i.理

論的にも，現代地方財政問題の中心的課題として提起され，位置づけられてき

た。それだけに，地方所得税に対する反対論もまた，きわめて根強いものがあ

り， レイフィールド委員会の報告についても，多〈の批判，反批判がおこなわ

れている'"。しかし，その多くは，中央政府の経済管理機能を制約する， とか，

地方団体の税率の自主的な決定には大きな制約があるとか，源泉徴収制度のも

とで，納税者の地方自治のにない手としての自覚が失われやすい， とか，多く

は，中央政府財政と地方財政の所得税をめぐる競争の問題に帰着してきた。

これに対して，より本格的な地方所得税反対の論拠を明示したのは，ヒッグ

ス夫人の「財政学」であって，その第15章 r地方税の理論」は r良い地方

18) G. D. H コールの構想、は，第二次大単語圭，より具体化されて. G. D. H. Cole， Local and 
Reg;山 wlGovernment. Cassel1. 1947 として，公刊された。 しかし，構想そのものり壮大さ
は，彼の旧著に亙ばない。

19) Green Paper， Local G.皿lernmentFinanCl?， May. ]977. Cmnd 6813.， The Chartered 
Institute of Public Finance岨 dA田 O凶 tancy.Comments on the L句 ifieldRe.押丙 ρre

ρa:red uy the Local G，目erntnentRτecutive. Nov. 1976. CIPF， Local GovetマlmentFi-

叩 nce，OJmments on the G町 的 開 閉'esGreen Paper， Sept. 1977.高橋誠「現代イギリス
地方財政論」有斐閣， 1978年，出Oベージ以下。



12 (236) 第 128巻第5.6号

税の特徴」として，つぎのよヲに指摘する。

「・・・・地方税に第ーに必要なことは，下級政府にその財政を安定的に維持さ

せるような租税であること，いいかえれば，その税収が好況期と不況期を通じ

て適度に安定している租税であることである。この原則を無視したために，ア

メカリの第一流の諸都市でさえもその事業が1930年の不況にさいしてゆきづま

ったのである。

地方税における第二の望ましい性質は，その課税客体が課税当局の管轄内に

おい℃地方色をもっ乙とである。そうし℃はじめて，地方団体は，実質的な自

治権を享受することができる，と L、うのは，その場合にはじめて，地方団体は

自身の予算を思うように操作できるからである。(現状において，所得税はこ

の要請を満足することができないことが認められるであろう )oJ叩

地方所得税は，地方色をもたない税であり， したがって，地方税1:Lて適当

ではない， というこの根拠は，すでにコールの時代にも，地方所得税に対する

有力な反対論の論拠であった。コールはこれに対して， リージョ Y という広域

自治体を提起し，地域の産業と生活，都市と農村を包括する形での所得の把握

を試みて，反論を加えたことは，すでにみたとおりである。

ヒッグスはさらにつづける。

「しかし，課税客体の地域的特性化によって，新しい困難が生じる。富裕度

と財政需要の聞に開雪があるために，地方団体が税率を異常に高くなるに任せ

ると，納税者を管轄地域外へ追いやる懸念が実際にある。J2D

地方団体の民生費が硬直的な性格をもち，この条件の下で，納税者の転出が

つづけば，地方団体の財政危機はさけることができない，とヒッグス夫人は考

える。

「富裕度の地方差を拡大しないような地方税を賦課することがいちばん望ま

しい。この考慮にもとづけば，イギリス型の累進所得税形態を地方で採用す石

20) U. K. Hicks， op. cit.， ，p. 237. (訳書， 254-255ヘージ〉

21) lbid.， p. 237. (訳書.225ベーγ〉
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ことは望ましくないことが認められるであろう。ー日・・比例税あるいは適度な

逆進税さえもが，累進税よりは，地方の目的にかなっているのであって，

• J22) 

地方団体による課税権の自主性，独立怪が地方団体の連合による調整を排除

するものではなしまた，財政調整制度の作動する余地も残さわしていることを

考慮するならば，この結論には納得しがたいが，この点は措くとしよう。より

重要な問題は，比較地方財政論の視角からみて地方所得税がア yグロ・スカン

ディナピア型の地方財政においても，また，主要各国の地方財政においても，

一般性を4つことができるか，その現実の動向はどうか，また， ヒックス大人

の指摘するアメリカ合衆国白地方税制は，地方所得税をどのようにとりあつか

っているか，という諸点である。

レイフィールド委員会の報告は，その付属資料の一冊に， ヨーロヅパにおけ

る各国の地方税制の動向を調査した資料が含まれており，とりわけ，スカンデ

ィナピ7型として，すでに地方所得税を実施しているスウェーデンとデンマー

クをとりあげている。報告は，これらの諸圃における地方所得税が，中央政府

との対立や競合という形ではなく，税率の決定も地方団体の自主性を認めつつ

も，中央政府と地方団体連合(localauthority associations) との合意によっ

ておこなわれていることを指摘している四九このことは，地方団体の課税権に

自主性，独自性をあたえることと，地方団体の連合体などが中央政府と協議し

つつ総合的な配慮にもとづいて課税をおこなうこととは決定的に矛盾するもの

ではないζ とを示し亡し、る。地方自治体の連合によって補完された地方自治と

その財政が発展する場合，地方所得税へり移行り現実性は，さらにつよまると

考えられる。

ドッグス夫人の憂慮にもかかわらず，第二次大戦後の合衆国において，都市

22) Ib試.p. 238. (訳書， 255，..256ベータ〉

23) Reports on Fore即 1Visits， Local Gove門出'lentFz'nt:mcp.， ApPf'ndix !i tn the Report 

of the Committ世 oflnquiry under the Chairmanship of Frank Layfi.eld Esq. QC. H. M. 
S. O. 1976. p. 71 
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自治体および州において所得税が導入された。 1952年に r合衆国における都

市自治体の所得課税」を編集した LeonJay Quintoは，合衆国のいくつかの

都市自治体と州で， 1%程度の比例税，一部では，累進税が所得課税として導

入されたことを指摘した2へJ.オコンナーによれば， 1970年代初頭には37州

が所得税を導入しているという加。

スカンディナピアやアメリカ合衆国の地方所得税は，いわば，地方団体が独

立財源としての所得税を獲得してゆく過程とみられるのに対して，中央政府が

徴収した所得税をいわゆるシェアド・タクス (SharcdTaめ として地方団体

に配分する方式が，西ドイツでは進行している。レイフィーノレド委員会の附属

報告書によれば，西ドイツは， 1970年の改革によって，所得税の14%をV ェア

ド・タグスとして地方団体へ配分する一方.地方団体の徴収する営業税が共通

税化きれて，州と連邦へ40%分を移譲することとなった'"。

このように，所得税が何らかの形で地方財政に貢献するとしても，それが課

税自主権を前提として地方税となるか，それとも，中央政府からの税の再配分

の一環にすぎぬものとなるかは，各国の地方財政の型を検討する土で，決定的

な相違をもたらすことになるであろう。このような相違を念頭においた上で，

所得税制が，現代における中央政府と地方団体との聞の関係のなかで， どのよ

うな役割を果たすかを考えてゆくとすれば，所得税制を基準とした各国地方財

政の型を展望しうることになる。

第一。無政府的地方自治型の現代版として，地方所得税の導入をおこなうア

メリカ型。

第二。所得税の共通税化を基本とし，地方所得税の導入をみとめなし、西ド f

ツ型，および大陸型。

24) Leon Jay Qu田 to，Municipal Income Taxation on the U.丘， Mayor's Committee on 

Management Survey of the City of New York， May， 1952. (このメンパ には， C.S ジ

ャウデがま含れている〕

25) ]. O'Connor， Fiscal 0円四 ofthe State， 1973， p. 211 (池上，横尾監訳， 250ベ ジ〉

26) Repor旬。nFo回 ignVisiτS， op. ciι. p. 43ff 
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第三。地方所得税と所得税制との調整を基本とする λ カンディナビア型。

イギリ λ は，さしづめ，第三と第二の閣を動揺しており， 日本は，第ーと第

三の聞にあり，強力な集権型への傾斜をつよめている， と評価する ζ とができ

るであろう。

IV おわりに

比較地方財政論を畏関してゆく方法を考える場合，財政調整制度の国際比較

の前提として，地方税制を，さらに，地方税制の動向を先どりするものとして

の地方所得税を基準として比較を試みることは，し、くつかの問題点を提起する

ことがあきらかとなった。

第ーは，地方所得税問題は，地方財政における 7 ングロ・スカンデ fナピア

型財政の発展方向と密接にかかわると同時に. G. D. H.コールのりージョン

構想、に代表される改章構想と密接にかかわるものとして，普遍的な理論化の対

象となりうる， という事情である。この点は，地方自治や地方財政の将来構想

の問題として考慮すべき重要な問題を含んでいる。

第二は，地方所得税問題は，所得税制全般にかかわる問題を提起する以上，

税率の全国的調整や，所得税の共通税化傾向とかかわらざるをえない，という

ことである。そして，後者に焦点をあわせた比較基準を考慮すれば，伝統的な

類型構成をふまえた「型」の検出に一つの示唆がえられる， ということであっ

Tこ。

圃際地方財政論や比較地方財政論は，まだ検討がはじめられたばかりの新し

い領域であるが，この分野の検討がすすめば，日本の地方財政の発展方向と

「型」の双方について，より多面的な研究白手がかりがえられるであろう。乙

の小論は，このような意味における比較地方財政論の序説である問。

27) 本稿はイギリスを中むとした土回想也方財政論のため申序論であるが， νイフィーノレド委員会報
告書.N. P. Hepw町th，The Finan田 ofT Alcal Gnvernment， 19町.など， い〈つかの文就
が研究の出発点となった.198C年度D海外留学時において研車1方向を示陵していただいたのは，
ロンドン大学rJ)G. W. Jones教段であり，厚〈感謝の意を哀したい.


